
一
頁 

○
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
別
表
第
一
号

一
（
３
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
八
十
八
号
（
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に

関
す
る
規
則
別
表
第
一
号
一
（
３
）
の
規
定
に
基
づ
く
特
性
試
験
の
試
験
方
法
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

武
田 

良
太 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 



二
頁 

  

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

別
表

第
五
十

七
 

証
明

規
則

第
２

条
第
１

項
第

2
8号

の
２

に
掲

げ
る

無
線

設
備

の
試

験
方

法
 

別
表

第
五
十

七
 

証
明

規
則

第
２

条
第
１

項
第

2
8号

の
２

に
掲

げ
る

無
線

設
備
の

試
験

方
法
 

［
一

～
八

 
略

］
 

［
一

～
八
 

同
左

］
 

［
削

る
］

 
九

 
変

調
信

号
の

送
信

速
度
 

 
１

 
測

定
系

統
図

 

 
       

 

 
２

 
測

定
器

の
条

件
等

 

 
⑴

 
周

波
数

計
と

し
て

は
、

カ
ウ

ン
タ
を

使
用

す
る

。
 

 
 
周

波
数

計
の

周
波

数
分

解
能

は
、
該

当
す

る
技

術
基

準
よ

り
１

桁
以

上
高
い

値
と

す
る

。
 

 
⑵

 
外

部
試

験
装

置
は

、
試

験
機

器
と

回
線

接
続

が
で

き
、

か
つ

回
線

接
続

の
確

認
が

で
き

る
機

能
を

有
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
３

 
試

験
機

器
の

状
態

 

 
⑴

 
試

験
周

波
数

に
設

定
し

て
、

送
信
す

る
。
 

 
⑵

 
変

調
は

、
通

常
の

使
用

状
態

に
す
る

。
 

 
４

 
測

定
操

作
手

順
 

 
⑴

 
試

験
機

器
の

内
部

か
ら

信
号

送
信

速
度

を
決

定
す

る
ク

ロ
ッ

ク
周

波
数

出
力

を
取

り
出

せ
る

場
合

は
、

こ
れ

に
周

波
数

計
を
接

続
し

て
、

ク
ロ
ッ

ク
周

波
数

を
測

定
す

る
。
 

 
⑵

 
上

記
の

条
件

が
満

た
さ

れ
な

い
場

合
は

、
外

部
試

験
装

置
に

よ
り

試
験

機
器

と
の

回
線

接
続

の
可

否
を

確
認

す
る

。
 

 
５

 
試

験
結

果
の

記
載

方
法
 

 
⑴

 
変

調
信

号
の

送
信

速
度

を
求

め
た
場

合
は

、
kb
／
ｓ

単
位

で
記

載
す

る
。
 

 
⑵

 
回

線
接

続
の

確
認

に
よ

っ
た

場
合
は

、
「

回
線

接
続

 
良

（
又

は
否

）
」
で

記
載

す
る

。
 

 
６

 
そ

の
他

の
条

件
 

 
よ

り
高

精
度

、
高

確
度

の
方

法
に

よ
り

測
定

で
き

る
場

合
は

、
そ

の
方

法
で

測
定

す
る

こ
と

は
差

し
支

え

な
い

。
 

九
・

十
 

［
略

］
 

十
・

十
一
 

［
同

左
］
 

別
表

第
六

十
 

証
明
規

則
第

２
条

第
１
項

第
30

号
に

掲
げ

る
無

線
設

備
の

試
験

方
法

 
別

表
第

六
十

 
証

明
規

則
第

２
条

第
１
項

第
30

号
に

掲
げ

る
無

線
設

備
の

試
験
方

法
 

［
一

～
七

 
略

］
 

［
一

～
七

 
同

左
］

 

八
 

空
中

線
電
力

の
偏

差
 

八
 

［
同

左
］
 

［
１

～
５

 
略

］
 

［
１

～
５

 
同

左
］

 



三
頁 

 

６
 

そ
の

他
の
条

件
 

６
 

そ
の

他
の

条
件
 

［
⑴

 
略

］
 

［
⑴

 
同

左
］

 

⑵
 

イ
ン

マ
ル

サ
ッ

ト
Ｆ

型
は

通
信

を
行

う
デ

ー
タ

の
種

別
及

び
自

動
追

尾
機

能
の

有
無

に
よ

り
技

術
基

準

が
異

な
る

の
で
、

測
定

に
当

た
っ

て
は
注

意
す

る
。

 

⑵
 

イ
ン

マ
ル

サ
ッ

ト
ミ

ニ
Ｍ

型
及

び
Ｆ

型
は

通
信

を
行

う
デ

ー
タ

の
種

別
及

び
自

動
追

尾
機

能
の

有
無

に

よ
り

技
術

基
準

が
異

な
る
の

で
、

測
定
に

当
た

っ
て

は
注

意
す

る
。

 

［
九

～
十

六
 

略
］

 
［

九
～

十
六

 
同

左
］

 

十
七

 
空

中
線

電
力
の

偏
差

（
ア

ン
テ
ナ

一
体

型
）
 

十
七
 

［
同

左
］

 

［
１

～
５

 
略

］
 

［
１

～
５

 
同

左
］

 

６
 

そ
の

他
の
条

件
 

６
 

［
同

左
］
 

［
⑴

・
⑵

 
略
］
 

［
⑴

・
⑵

 
同

左
］

 

⑶
 

イ
ン

マ
ル

サ
ッ

ト
Ｆ

型
は

通
信

を
行

う
デ

ー
タ

の
種

別
及

び
自

動
追

尾
機

能
の

有
無

に
よ

り
許

容
偏

差

が
異

な
る

の
で
、

測
定

に
当

た
っ

て
は
注

意
す

る
。

 

⑶
 

イ
ン

マ
ル

サ
ッ

ト
ミ

ニ
Ｍ

型
及

び
Ｆ

型
は

通
信

を
行

う
デ

ー
タ

の
種

別
及

び
自

動
追

尾
機

能
の

有
無

に

よ
り

許
容

偏
差

が
異

な
る
の

で
、

測
定
に

当
た

っ
て

は
注

意
す

る
。

 

［
⑷

 
略

］
 

［
⑷

 
同

左
］

 

［
十

八
・

十
九

 
略
］
 

［
十

八
・

十
九
 

同
左

］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


